
大阪駅前地区（北区）
商業地域系

難波高島屋前地区（中央区）
商業地域系

本町通地区（中央区）
業務地域系

堺筋地区（中央区）
業務地域系

上町台地地区
（天王寺区、中央区）

住居地域系

平野地区（平野区）
住居地域系

西淀川地区（西淀川区）
工業地域系

此花地区（此花区）
工業地域系

道頓堀地区（中央区）
商業地域系

種類 現行許可基準等
「商都大阪の玄関らしい風格ある街
並みに」

「ファッション街としての明るく
華やかな街並みに」

「都心業務地域として整然とした気
品のある街並みに」

「古くからの業務地域として、格調
と落ち着きのある街並みに」

「大阪の歴史を感じさせる落ち着き
と緑の潤いある街並みに」

「緑の潤い豊かな明るく親しみのあ
る街並みに」

「緑の潤い豊かで明るく清潔な印象
の街並みに」

「臨海工業地域の幹線道路として緑
の潤いと秩序ある街並みに」

「大阪を代表する繁華街として
明るく華やかな街並みに」

屋上広告塔 建築物の高さの2/3以下。

・設置位置から高さ12ｍ以下。
・建築物の形態、意匠との調和。

・建築物の色彩との調和、落ち着
　いたものに。

・スカイラインの調整。

・設置位置から高さ12ｍ以下。
・建築物の形態、意匠との調
　和。
・建築物の色彩との調和。

・スカイラインの調整。

・設置位置から高さ12ｍ以下。
・建築物の形態、意匠との調和。
・建築物の色彩との調和、落ち着
　いたものに。

・設置位置から高さ12ｍ以下。
・建築物の形態、意匠との調和。
・建築物の色彩との調和、落ち着
　いたものに。

・スカイラインの調整。

・設置位置から高さ10ｍ以下。
・建築物の形態、意匠との調和。
・建築物の色彩との調和、落ち着
　いたものに。
・7㎡以上の媒体広告物は設置し
　ない。
・2階建7.5ｍ以下の屋上には設
　置しない。

・設置位置から高さ10ｍ以下。
・建築物の形態、意匠との調和。
・建築物の色彩との調和、落ち着
　いたものに。
・7㎡以上の媒体広告物は設置
　しない。
・2階建7.5ｍ以下の屋上には設
　置しない。

・設置位置から高さ10ｍ以下。
・建築物の形態、意匠との調和。
・建築物の色彩との調和、明る
　いものに。
・7㎡以上の媒体広告物は設置し
　ない。

・設置位置から高さ10ｍ以下。
・建築物の形態、意匠との調和。
・建築物の色彩との調和、明るい
　ものに。
・7㎡以上の媒体広告物は設置し
　ない。

・現行許可基準と同様。

屋上広告板 建築物の高さの2/3以下。

・現行許可基準と同様。
・建築物の形態、意匠との調和。

・建築物の色彩との調和、落ち着
　いたものに。
・文字だけの広告板は設置しない
　（裏面支柱等見えないよう）。

・一文字分離型は設置しない。

・現行許可基準と同様。
・建築物の形態、意匠との調
　和。
・建築物の色彩との調和。
・文字だけの広告板は設置しな
　い（裏面支柱等見えないよ
　う）。
・照明、裏面の支柱は目立た
　ない処理を。
・一文字分離型は設置しない。

・現行許可基準と同様。 ・現行許可基準と同様。 ・現行許可基準と同様。
・建築物の形態、意匠との調和。
・建築物の色彩との調和、落ち着
　いたものに。
・文字だけの広告板は設置しな
　い。
・一文字分離型は設置しない（裏
　面支柱等見えないよう）。
・7㎡以上の媒体広告物は設置し
　ない。

・現行許可基準と同様。
・建築物の形態、意匠との調和。
・建築物の色彩との調和、落ち着
　いたものに。
・文字だけの広告板は設置しな
　い。
・一文字分離型は設置しない（裏
　面支柱等見えないよう）。
・7㎡以上の媒体広告物は設置し
　ない。

・現行許可基準と同様。
・建築物の形態、意匠との調和。
・建築物の色彩との調和、明る
　いものに。

・7㎡以上の媒体広告物は設置し
　ない。

・現行許可基準と同様。
・建築物の形態、意匠との調和。
・建築物の色彩との調和、明るい
　ものに。

・7㎡以上の媒体広告物は設置し
　ない。

・現行許可基準と同様。

壁面利用　壁面
板、書いたもの

（1）表示面積は取り付け壁面の1/3以
　下。
（2）窓または開口部をふさがない。
（3）壁面の端からはみださない。

・（1）と同様、ただし、4階建以
　上は取り付け壁面の1/4以下。

・（2）（3）と同様。
・建築物のラインとの調和。
・縦長の広告物の長さは建築物の
　高さの2/3以下。
・厚さ0.3ｍ以下、ただし、構造
　上必要なものは別途協議する。
・建築物の色彩との調和、落ち着
　いたものに。
・一壁面内に複数の広告物を設置
　する時は基調色を同系色とす
　る。

・（1）と同様、ただし、4階建
　以上は取り付け壁面の1/4
　以下。

・（2）（3）と同様。
・建築物のラインとの調和、連
　たんするときは秩序化を図
　る。
・厚さ0.3ｍ以下、ただし、構
　造上必要なものは別途協議
　する。
・建築物の色彩との調和。

・表示面積は取り付け壁面の1/5
　以下、3階以上はビル名等以外
　つけない。

・（2）（3）と同様。
・建築物のラインとの調和。
・縦長の広告物の長さは建築物の
　高さの2/3以下。
・厚さ0.3ｍ以下、ただし、構造
　上必要なものは別途協議する。
・建築物の色彩との調和、落ち着
　いたものに。
・一壁面内に複数の広告物を設置
　する時は基調色を同系色とす
　る。

・表示面積は取り付け壁面の1/10
　以下、かつ50㎡以下、2階以上
　はビル名等以外つけない。

・（2）（3）と同様。
・建築物のラインとの調和。

・厚さ0.3ｍ以下、ただし、構造
　上必要なものは別途協議する。
・建築物の色彩との調和、落ち着
　いたものに。
・一壁面内に複数の広告物を設置
　する時は基調色を同系色とす
　る。

・（1）と同様、ただし、4階建以
　上は取り付け壁面の1/4以下。

・（2）（3）と同様。
・建築物のラインとの調和。

・厚さ0.3ｍ以下、ただし、構造
　上必要なものは別途協議す
　る。
・建築物の色彩との調和、落ち着
　いたものに。
・一壁面内に複数の広告物を設置
　する時は基調色を同系色とす
　る。

・（1）と同様、ただし、4階建以
　上は取り付け壁面の1/4以下。

・（2）（3）と同様。
・建築物のラインとの調和。

・厚さ0.3ｍ以下、ただし、構造
　上必要なものは別途協議する。
・建築物の色彩との調和、落ち着
　いたものに。
・一壁面内に複数の広告物を設置
　する時は基調色を同系色とす
　る。

・（1）と同様、ただし、4階建以
　上は取り付け壁面の1/4以
　下。

・（2）（3）と同様。
・建築物のラインとの調和。

・厚さ0.3ｍ以下、ただし、構造
　上必要なものは別途協議する。
・建築物の色彩との調和、明る
　いものに。

・（1）と同様、ただし、4階建以
　上は取り付け壁面の1/4以
　下。

・（2）（3）と同様。
・建築物のラインとの調和。

・厚さ0.3ｍ以下、ただし、構造
　上必要なものは別途協議する。
・建築物の色彩との調和、明るい
　ものに。

・表示面積は1/2以下、ただし
　道頓堀川に面する壁面とそ
　れに隣接する壁面のうち
　１面までは4/5以下とする。
　※御堂筋、堺筋に面する
    面は大阪市景観計画の
    重点届出区域の基準を
    優先する。
　
・（2）（3）と同様。
・建築物のラインとの調和。

・一壁面内に複数の広告物を
　設置する時は秩序化を図
　る。
・広告物側面を広告物として
　利用しない。

地上塔

（1）高さ20ｍ以下、上下2段を超えな
　い。（商工業）
（2）高さ10ｍ以下、上下2段を超えな
　い。（住居）

・（1）と同様。 ・（1）と同様。 ・（1）と同様。 ・（1）と同様。 ・（2）と同様。 ・（2）と同様。
・表示面積7㎡を超えるものは道路
　等の公共用地から2ｍ以上後置
　させる。
・色彩は周辺景観との調和を図
　り、落ち着いたものに。

・（1）と同様。 ・（1）と同様。

広告幕

・建築物のラインとの調和。
・縦長の広告幕の長さは建築物の
　高さの2/3以下。
・建築物の色彩との調和、落ち着
　いたものに。
・一壁面内に複数の広告幕を設置
　する時は基調色を同系色に。
・常設幕は壁面利用と同様の扱
　い。

・建築物のラインとの調和。

・建築物の色彩との調和。

・他の壁面広告物と重なら
　ないように。

・常設幕は壁面利用と同様の扱
　い。

・常設幕は壁面利用と同様の扱
　い。

・常設幕は壁面利用と同様の扱
　い。

・常設幕は壁面利用と同様の扱
　い。

・常設幕は壁面利用と同様の扱
　い。

・常設幕は壁面利用と同様の扱
　い。

地上板　建植 高さ5ｍ以下、上下2段を超えない。

・現行許可基準と同様。
・色彩は周辺景観との調和を図
　り、落ち着いたものに。

・現行許可基準と同様。 ・現行許可基準と同様。
・色彩は周辺景観との調和を図
　り、落ち着いたものに。

・現行許可基準と同様。
・色彩は周辺景観との調和を図
　り、落ち着いたものに。

・現行許可基準と同様。
・色彩は周辺景観との調和を図
　り、落ち着いたものに。
・表示面積7㎡を超えるものは
　道路等の公共用地から2ｍ以
　上後置させる。

・現行許可基準と同様。
・色彩は周辺景観との調和を図
　り、落ち着いたものに。
・表示面積7㎡を超えるものは
　道路等の公共用地から2ｍ以
　上後置させる。

・現行許可基準と同様。
・色彩は周辺景観との調和を図
　り、明るいものに。
・表示面積7㎡を超えるものは
　道路等の公共用地から2ｍ以
　上後置させる。

・現行許可基準と同様。
・色彩は周辺景観との調和を図
　り、明るいものに。
・表示面積7㎡を超えるものは
　道路等の公共用地から2ｍ以
　上後置させる。

・現行許可基準と同様。

窓ガラス（内
側）利用広告

（屋外広告物法に当らずー除外）

・広告内容は事業者名とその種
　類、商標のみとする。
・一建築物内では設置手法と位
　置を統一する。
・表示面積は壁面広告物と同様
　の扱い。

・設置させない方向。 ・設置させない方向。 ・設置させない方向。 ・設置させない方向。

突出看板

（1）路面から下端までの高さ2.5ｍ以
　上、路上への突出幅1.0ｍ以内（歩道
　幅4ｍ未満）。
（2）路面から下端までの高さ2.5ｍ以
　上、路上への突出幅1.5ｍ以内（歩道
　幅4ｍ以上）。
（3）路面から下端までの高さ4.5ｍ以
　上、路上への突出幅1.0ｍ以内（車
　道）。
（4）路面から下端までの高さ2.5ｍ以
　上、路上への突出幅1.0ｍ以内（国
　道（歩道））。

・（2）と同様。 ・（2）と同様。

・（4）と同様。

・高さ3.5ｍ以上、ただし1階店舗
　の片面表示面積0.36㎡以下で
　は高さ2.5ｍ以上。
・上端までの高さ35ｍ以下。
・突出幅0.6ｍ以内。
・雑居ビル、一文字分離型は整
　理統合。
・縦に複数は統一。
・一壁面2箇所まで、ただし1階
　店舗の片面表示面積が0.36㎡
　以下は除く。
・一建築物では下地の色を同
　系色とする。

・高さ3.5ｍ以上、ただし1階店舗
　の片面表示面積0.36㎡以下で
　は高さ2.5ｍ以上。
・上端までの高さ35ｍ以下。
・突出幅0.6ｍ以内。
・雑居ビル、一文字分離型は整
　理統合。
・縦に複数は統一。
・一壁面2箇所まで、ただし1階
　店舗の片面表示面積が0.36㎡
　以下は除く。
・一建築物では下地の色を同系
　色とする。

・（1）（2）と同様。 ・高さ2.5ｍ以上。

・3階または10ｍ以上は設置しな
　い。
・突出幅0.6ｍ以内。
・雑居ビル、一文字分離型は整
　理統合。
・縦に複数は統一。

・一建築物では下地の色を同系
　色とする。

・（4）と同様。 ・（1）（2）と同様。 ・（3）と同様。

オブジェ（物
体）

・立面的な表示は壁面利用に
　準じ、高さ、占用幅は突出
　看板に準ずる。
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